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ＴＥＬ ０３－５５４５－９２００ 
 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり商号を変更することを、平成29年6月23日開催予定の 

第30期定時株主総会に「定款一部変更の件」として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１.商号変更について 

(1)変更の目的 

当社グループは平成30年4月に創業30周年を控え、昨年「avex group成長戦略2020～未来志向型エンタ

テインメント企業へ～」を掲げ、構造改革を行い、本年4月に「タグライン(企業理念)」及び「マニフェスト」

を再定義いたしました。 

そしてこの度、その一環として当社の商号を変更することとしたものです。 
 

(2)新商号  エイベックス株式会社（英文：Ａｖｅｘ Ｉｎｃ．） 
 
(3)変更予定日  未定（平成29年10月31日までに開催される取締役会で決定する） 

 

２.定款の一部変更について 

(1)定款変更の理由 

上記１.に記載の商号変更のため、現行定款第１条(商号)を変更するものです。 

また、商号変更については、附則により平成29年10月31日までに開催される取締役会において決定する効力 

発生日より実施するものとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。 
 
(2)定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。 
(下線は変更部分を示しております｡) 

現 行 定 款 変   更   案 
（商 号） 

第１条 当会社は、エイベックス･グループ･ホールディン

グス株式会社と称し、英文では、ＡＶＥＸ 

ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ．と表示 

する。 
 

【新設】 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、エイベックス株式会社と称し、英文 

では、Ａｖｅｘ Ｉｎｃ．と表示する。 

 

 
 
附則 第１条(商号)の変更は、平成29年10月31日までに

開催される取締役会において決定した日から実施

する。なお、本附則は、第１条の効力発生日経過後

削除されるものとする。 
 
(3)日程 

  定款変更のための株主総会開催日     平成29年6月23日 

  定款変更の効力発生日(商号変更予定日) 未定(平成29年10月31日までに開催される取締役会で決定する) 

 

以 上 


